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１ 計画の目的 

○我が国が平成 26 年 1 月に批准した障害者権利条約※1では、障害者の人権及び基本的自

由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権

利の実現について定めています。 

○障害者権利条約の理念に即して改正された障害者基本法第 1 条では、全ての国民が、障害

の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する

社会を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策について、基本と

なる事項を定めること等により、総合的かつ計画的に推進することを目的としています。 

○本区の基本構想では、「だれもがお互いに人格と個性を尊重し、支え合うまち」を障害福

祉分野の将来像として、その実現に向けた基本的な 7 つの取組みを示しています。 

○これらを受け、ノーマライゼーション※2やソーシャルインクルージョン※３の理念のもと、

障害の特性や必要な配慮等に関する理解の促進を図るとともに、障害のある人もない人も

地域で共に暮らし、共に活動できる社会の実現に向けた取組みをより一層進めていくこと

が重要です。 

○障害者権利条約及び障害者差別解消法※4 で掲げられている障害者に対する合理的配慮※5

については、国の基本方針に沿って、区において周知・啓発等具体的な取組みを進めてい

くこととしています。 

また、児童福祉法の改正により平成 30 年 4 月から障害児福祉計画の策定が義務付けられ

たことに伴い、障害者のみならず障害児についても、障害の特性や多様なニーズに対応で

きる専門的・有機的な相談支援体制の構築を図るとともに、ライフステージに応じた切れ

目のない支援、一人ひとりの状態に応じて適切なサービス等を提供しその人らしい生活を

送るための支援、制度の縦割りを超えた柔軟な支援等が求められています。 

○こうした状況に着実に対応していくため、本区は、平成 30 年から平成 32 年までの 3年

間における障害者・障害児施策の考え方と取組みを一体的に示した「文京区障害者計画」

を策定します。この計画に基づき、障害者権利条約の考え方を一層浸透させるとともに、

障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重し、支え合いながら共に生きる地域社

会の実現を目指していきます。 
 

※1 障害者権利条約 正式名称「障害者の権利に関する条約」（Convention on the Rights of Persons with 

Disabilities） 

※2 ノーマライゼーション 障害のある人もない人も、子どもも高齢者も、すべての人が地域で普通（ノーマル）の生活

を送ることを当然とし、共に支え合って普通の生活ができる社会を創造すること、また、その考え方。 

※3 ソーシャルインクルージョン すべての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につ

なげるよう、社会の構成員として包み支え合うという理念。 

※4 障害者差別解消法 正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」。 

※5 合理的配慮 障害のある人もない人も、互いに生き方や生きがいを尊重し、支え合い、共に暮らしていくため

に必要な配慮。例えば、障害者が継続して仕事ができるよう人的な支援や職場環境の改善を雇用者が行うこと

や、障害者が円滑に移動できるように支援すること（過度の負担とならない範囲）が該当する。 
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２ 計画の性格・位置づけ 

○本計画は、「文京区基本構想」に基づき、その基本理念、将来像等を踏まえて策定する、

本区の福祉保健施策を推進するための基本となる総合計画である文京区地域福祉保健計

画の分野別計画の１つです。 

○また、本区の障害者計画は、障害者基本法に基づく「障害者計画」、障害者総合支援法に

基づく「障害福祉計画」、児童福祉法に基づく「障害児福祉計画」を一体的に策定した計

画であり、区の障害者施策を総合的・計画的に推進するための基本計画となるものです。 

○そして、「文京区都市マスタープラン」、「文京区地域防災計画」、「文京区アカデミー推進

計画」等の他の分野における行政計画とも整合・連携した計画となっています。 

【図１：計画の位置づけ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図２：障害者計画及び障害福祉計画の性格】 

 法的な位置付け 策定の内容 

文京区 

障害者計画 

障害者基本法に基づく 

「市町村障害者計画」 

・障害者のための施策に関する基本的な事項を定め

た中長期の計画。 

障害者総合支援法に基づく 

「市町村障害福祉計画」 

・障害者計画で示した基本的な事項のうち、障害福

祉サービスに関する 3 年間の実施計画。 

・障害者総合支援法の各種サービス（訪問系サービ

ス、日中活動系サービス、居住系サービス等）

の事業量の見込み等を示す。 

児童福祉法に基づく 

「市町村障害児福祉計画」 

・障害者計画で示した基本的な事項のうち、障害児

通所支援等に関する３年間の実施計画。 

・児童福祉法の各種サービス（障害児通所支援、障

害児相談支援等）の事業量の見込み等を示す。 
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３ 計画の期間 

○本計画は、平成 30年度から平成 32 年度までの 3 年間を計画期間とし、平成 32 年度に

見直しを行います。 

 

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 

     

     

     

     

 

 

  

文京区地域福祉保健計画 

文京区基本構想（平成 22 年～平成 32 年） 

文京区基本構想実施計画 

文京区障害者計画 

前期計画 
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４ 計画の推進に向けて 

（１）地域の連携と支え合いによる地域福祉保健の推進 

地域では、区民、町会・自治会、民生委員・児童委員、福祉関係事業者、NPO、ボラン

ティア団体など様々な主体が地域福祉保健の推進のために、日々主体的に活動しています。 

本計画を推進していく上では、こうした地域による主体的な活動のすそ野をさらに広げ、

様々な主体間の連携を強化するとともに、支援される人たちが時には支援する担い手とし

て活躍するような地域ぐるみの支え合いを推進していくことが大切です。 

区は、制度的に位置づけられた公的な福祉保健サービスを適切に提供するとともに、地

域福祉の推進を担う社会福祉協議会と緊密に連携し、地域の主体的な活動への積極的な支

援や様々な主体間の連携を促進し、各主体と協働して地域ぐるみの支え合いを推進します。 

 

  

緊密に連携

医療機関

町会・自治会

ＮＰＯ・

ボランティア団体

社会福祉法人・

福祉関係事業者

主体間の連携を強化し地域ぐるみの支え合いを推進

学校・PTA

区 民

支援

警察・消防

・子ども家庭支援センター

・児童発達支援センター

・高齢者あんしん相談センター

・障害者基幹相談支援センター

・権利擁護センター

・文京ボランティア支援センター

・フミコム（地域連携ステーション）

・ファミリーサポートセンター

地域福祉活動を支援

民生委員・

児童委員等

社会福祉協議会区

民間事業者

担い手

支援

担い手
参画

支援
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社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき「地域福祉の推進」を目的に、全国・都道府県・

市区町村のそれぞれに組織されている非営利の民間団体で、文京区社会福祉協議会は、昭

和 27 年（1952 年）に設立されました。 

文京区社会福祉協議会では、現在、地域福祉を推進するため、次のような事業を展開し

ています。 

 

1 地域福祉コーディネーターの配置による小地域福祉活動の推進 

2 生活支援コーディネーターの配置による地域の支え合い体制づくりの推進 

3 ボランティアによるひとり暮らし等の高齢者へのみまもり訪問 

4 地域の皆さんの交流の場づくり（ふれあいいきいきサロン） 

5 ボランティア・市民活動の相談・支援（文京ボランティア支援センター） 

6 ＮＰＯ等によるつながりを創出した地域課題への解決支援（地域連携ステーション） 

7 福祉サービス利用援助事業 

8 成年後見制度利用支援 

9 災害ボランティア体制の整備 

10 高齢者等への日常生活支援（いきいきサービス） 

11 子育ての相互援助事業（ファミリー・サポート・センター事業） 

 

また、文京区社会福祉協議会では「文京区地域福祉活動計画」を策定しています。 

地域住民をはじめ、地域福祉関係者・関係団体、社会福祉協議会など、様々な活動主体

が協働して、本計画とも連携を図りながら、計画を推進しています。そして、地域の皆さ

んが主体的に取り組み、支え合えるまちづくりを地域の皆さんをはじめ、区、民生委員・

児童委員、地域福祉関係者等と一緒に進めています。 

 

 

 

（２）計画の進行管理 

本計画を着実かつ効果的に推進するため、公募区民、福祉保健関係団体の代表者、学識

経験者で構成する「文京区地域福祉推進協議会」において、進行管理を行っていきます。 

 

  

社会福祉協議会とは？ 
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